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色んな形があっていい みんながそれぞれ持つ個性！！色んな形があっていい みんながそれぞれ持つ個性！！
マークマーク

　障がいのある人もない人も、お年寄りも子どもも、
広く市民が一緒にゲームやイベントなどに参加し、共に
ふれあい、語り合う中でお互いを理解しあうきっかけの
場とふれあい広場を位置づけ、その中で市民の地域福
祉に対する問題意識が育ち、障がい者理解の輪が広が
る第一歩になることを目的としています。

　障がいのある人もない人も、お年寄りも子どもも、
広く市民が一緒にゲームやイベントなどに参加し、共に
ふれあい、語り合う中でお互いを理解しあうきっかけの
場とふれあい広場を位置づけ、その中で市民の地域福
祉に対する問題意識が育ち、障がい者理解の輪が広が
る第一歩になることを目的としています。

開催期間中、   

毎日先着30名様に    
特級チューリップの球根をプレゼント！

来場者

プレゼン
ト

今年度は、
感染対策をしながら

「展示イベント方式」で開催！！
 活動紹介やキャップアート

など、盛りだくさんの内容です。
  ご来場をお待ちしています！
（模擬店・バザーは行いません）

もしかしたらふれあいマンが登場？

鴻巣市総合福祉センター場所

土・日限定

先着50名様に
花の苗をプレゼント

※社会福祉協議会は、“社協”の愛称で親しまれています。

5月、7月、9月、11月、1月、3月

～ あなたの身近に役立つ福祉情報 ～
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☆社協だよりは､「社会福祉協議会会費」及び「共同募金」を活用し、自治会のご協力により配布されています｡

発行　社会福祉法人　鴻巣市社会福祉協議会
〒365‐0062　鴻巣市箕田 4211番地１（鴻巣市総合福祉センター内）　TEL 048-597-2100
FAX 048-597-2102　ホームページ  https://konosu-syakyo.or.jp

社協ホームページはこちらから

主催　鴻巣市社会福祉協議会　第37回ふれあい広場運営委員会



☆対象世帯・受付期間
　市内在住で、住民基本台帳に登録されている世帯（区分③を除く）で、いずれかに該当する世帯
　※生活保護世帯、預貯金がある世帯や親族から援助を受けている世帯は対象外

☆申請に必要な書類

☆申請方法
　原則、本人による申請　※�身体等の理由により本人による申請手続きが困難な場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

民生委員・児童委員が訪問いたします。
☆申請書類設置場所
　・�社会福祉協議会（総合福祉センター内、吹上福祉活動センター内）　・市役所福祉課　・吹上支所福祉グループ　・川里支所福祉グループ
　・�公民館（中央、あたご、箕田、常光、笠原、田間宮生涯学習センター、北新宿生涯学習センター）　・市民センター
　※社協ホームページからもダウンロード可能（https://www.konosu-syakyo.or.jp）
☆問合せ・申請書類提出先
　�受付時間：午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く）
　○社会福祉協議会（総合福祉センター内）　　所在地：鴻巣市箕田4211-1　TＥＬ�048-597-2100��ＦＡＸ�048-597-2102
　○吹上地域福祉センター（吹上福祉活動センター内）　所在地：鴻巣市鎌塚57-1　　TＥＬ�048-548-6664��ＦＡＸ�048-548-6673

対象世帯 受付期間
区分① 令和4年度　市民税・県民税非課税世帯であり、かつ生活に支援を必要とする世帯

令和4年
10月3日（月）

～
令和4年

11月11日（金）

区分②

令和4年度中に事故・病気・新型コロナウイルスの影響等の具体的理由により減収し、申請時に
おいて生活に支援を必要とする世帯
※目安は、申請時の世帯収入が次の基準額以下の場合

収　入
基準額

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯以上
115,000円 159,000円 188,000円 223,000円 要問合せ

区分③ 災害により被災し、市内に避難されている世帯であり、かつ生活に支援を必要とする世帯（全国避
難者情報システム等に登録された世帯）

必須書類

１.申請書（1世帯1枚）
２.振込口座のコピー（「表紙」と「見開きの１ページ目」）
　 ※申請者名義の預金通帳
３.本人確認書類のコピー（運転免許証等の顔写真付の証明書）
　 ※上記がない場合、健康保険証。外国人の方は在留カード（表裏）
　 ※�家族構成等の記入内容について、民生委員・児童委員が状況を確認する場合があります。予めご了承ください。

添付書類

区分①② 非課税証明書発行用委任状/生活保護世帯照会用承諾書（中学生以下を除く世帯全員分）

区分②
・収入状況が明らかになる書類のコピー（減収前と直近２か月分）
　※給与明細書、給与振込みがされる預金通帳等
・解雇通知書のコピー（解雇の場合）

区分③ 全国避難者情報システム等登録照会承諾書（世帯全員分）

ホームページ〔お問合わせ〕▶︎

　埼玉県共同募金会オリジナル赤い羽根カード（クオカード・図書カード）に
よる募金です。カードはそれぞれ１枚1,000円以上の募金額で、買い物時に
500円分としてご利用いただけます。
枚数に限りがありますので、事前の申込が必要になります。

令和4年度 地域歳末たすけあい運動・援護金の交付申請の受付

◆申込期間：令和４年９月26日(月) ～令和４年10月31日(月)
◆申込方法：①社会福祉協議会に電話もしくはFAX
　　　　　　②社会福祉協議会ホームページ【お問い合わせ】より
　　　　　　　必要事項（希望のカード・枚数・受渡し希望日）を入力のうえ送信
◆問 合 せ：総務課　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

〜 今年も10月１日から全国一斉に共同募金運動  が始まります。募金へのご協力をお願いします 〜

クオカード 図書カード

赤い羽根カードのご案内

心心のの「密」「密」はは絶絶やさない。やさない。共同募金共同募金

各カード各カード
先着先着3030枚枚

※無くなり次第終了
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　地域のみんなで支え合い、地域福祉の推進、社会福祉施設の整備、大規模災害への備えのために、
多くの皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。なお、詳細は９月中旬に各自治会（町内会）に配布する
回覧資料をご覧ください。

ふれあい広場ふれあい広場

地域歳末たすけあい地域歳末たすけあい
運動援護金の交付運動援護金の交付

募
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い
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募
金
の
使
い
み
ち

（
助
成
例
）

（
助
成
例
）

市内福祉団体への助成市内福祉団体への助成

見守り活動の推進見守り活動の推進

サロン活動の推進サロン活動の推進

福祉教育の推進福祉教育の推進

年齢や障がいの有無に関
係なく、共にふれあい、
理解を深める催し物

非課税世帯、事故・病気・
コロナ等での生活困窮世帯
の方に援護金を交付

子ども食堂やフードパントリー等
の実施団体
・特非）ワーカーズコレクティブ
　　　　雪花菜くらぶ
・特非）にこにこmama's
・ちゃめっこ食堂

高齢者のふれあい交流を
目的としたサロン活動等
に活動助成金を交付

“さりげない目くばり”
などを行い、地域の中の
困りごとを早期に発見

福祉体験・交流活動を
行う小・中・高等学校
に助成金を交付

福祉教育
初めての車イス体験に興味深々

サロン活動
オカリナに合わせて楽しく歌おう♪

子ども食堂
いっぱいお弁当食べてね

〜 今年も10月１日から全国一斉に共同募金運動  が始まります。募金へのご協力をお願いします 〜

詳細は表紙

令和 3年度助成団体

詳細は 2ページ

第75回 第75回 
赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動

令和4年度令和4年度  
地域歳末たすけあい運動地域歳末たすけあい運動
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地域就職相談会 ～地域を支える福祉のお仕事してみませんか？～
　さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区)、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、 蓮田市、伊奈町の
福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もありますので、お話だけでも聞きに来てください。

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 令和４年６月21日～令和４年８月20日
（順不同 敬称略）

中央住宅消毒 30，000円
岩上　茂（(株)直徳） 20，000円
アサヒコミュニケーションズ社員一同 11，553円
NPO法人 日本入れ歯リサイクル協会 12，223円

兎画房のお客様 37，820円
躑躅森　喜代治 24，600円
栗原　昌子 30，000円

視覚障がい者ガイドヘルパー養成講座
　視覚障がいに対する理解を深め、外出介助等、視覚障がい者の社会参加を支援する方を養成することを
目的とした講習会です。多くの方の申込をお待ちしております。

　生活支援体制整備事業では、いつまでも住み慣れた地域で、“健康でいきいき”と生活を送るための仕組
みづくりを話し合っています。そこで、ウイルス感染症や身体に悪影響を及ぼす環境を予防するための防
衛策についての講座を開催します。皆さまのご参加をお待ちしております！

◆対象者：鴻巣市・北本市在住の本講座を初めて
　　　　　学ぶ方で、２日間受講可能な方。
◆定　員：20名※定員を超えた場合は抽選
◆参加費：150円（実習費）
◆共　催：鴻巣市社会福祉協議会
　　　　　北本市社会福祉協議会

◆日　時：令和4年9月27日（火）
　　　　　午前10時～午前11時30分
◆場　所：鴻巣市総合福祉センター ２階 生涯学習室
◆対　象：市内在住の65歳以上の方
◆参加費：無料

◆講　師：花王グループカスタマーマーケティング（株）
◆定　員：20名※定員を超えた場合は抽選
◆申込み：地域福祉課　地域福祉グループ
　問合せ：直接または、TEL 048-597-2100
　　　　　　　　　　　FAX 048-597-2102

◆申込み：地域福祉課　地域福祉グループ
　問合せ：10月14日（金）までに、社会福祉協議会に　
　　　　　電話又はFAXでお申し込みください。
　　　　　TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

◆日　時：令和４年10月12日(水) 午後2時～午後3時30分
◆場　所：さいたま市大宮区桜木町１-７-５ ソニックシティビルB１階 第１展示場
◆参加費：無料
◆問合せ：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター
　　　　　TEL 048-833-8033 (月曜日～金曜日 午前10時～午後５時 祝日を除く)
※新型コロナウイルス感染防止をします。詳しくはホームページでお知らせします。「埼玉県福祉人材センター」で検索してください。

日　時 場　所 内　容

11月1日（火）
午前10時30分～午後４時30分

鴻巣市総合福祉センター
（鴻巣市箕田4211-1）

障がい・疾病の理解
視覚障がい者の生活①
ガイドヘルパー技能①

11月9日（水）
午前10時30分～午後４時30分

北本市総合福祉センター
（北本市高尾1-180）

ガイドヘルパーの業務、倫理、注意点
視覚障がい者の生活②
ガイドヘルパー技能②

　「あしたば祭り」「ザ・たいよう市」は新型コロナウイルス感染症の感染防止策から、中止とします。

手洗い　手指消毒　紫外線対策を学ぶ
〜見えない敵から、自分を守る〜

生活支援体制整備事業
（担い手養成講座）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止となる場合があります。

44


